
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年８月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１月２１日 １１時１５分ごろ 

発生場所 静岡県沼津市淡島
あわしま

南東方沖  

伊豆淡島灯台から真方位１４９°７１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０１.８′ 東経１３８°５３.４′） 

事故の概要  遊漁船田
た

内
うち

丸は、東南東進中、また、プレジャーボート北斗
ほ く と

は、漂

泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１月２４日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 田内丸、４.８トン 

   ＳＯ３－２２８２０、個人所有 

   第２４１－１７２６９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 北斗、５トン未満（長さ４.４４ｍ） 

２３５－３１１９７静岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長及び同乗者） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部及び右舷船尾部の各ハンドレールに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客８人を乗せ、淡島南東方

沖を東南東進中、船長Ａが、左舷方に淡島遊歩道を視認し、１週間前

に改修作業を終えた同遊歩道の現状が気になり、左舷方を見ながら航

行していたところ、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、淡島南東方

沖で船首を西方に向け、電動船外機で船位を保持しながら漂泊中、船

長Ｂが、右舷前方２００ｍ付近に接近するＡ船を視認し、そのうちＡ

船がＢ船を避けてくれるものと思い、Ａ船の動向を見ていたところ、

更にＡ船が接近するので大声で叫んだものの、Ａ船と衝突した。  

分析  

 

 Ａ船は、淡島南東方沖を東南東進中、船長Ａが、左舷方の淡島遊歩

道に注意を向け、船首方の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、淡島南東方沖で漂泊中、船長Ｂが、右舷前方２００ｍ付近



 

に接近するＡ船を視認したものの、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと

思い、漂泊を続けたことから、衝突を避けるための措置を採る時機を

失し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、淡島南東方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、左舷方の淡島遊歩道に注意を向け、船首方の見張りを

適切に行っていなかったため、前路で漂泊中のＢ船に気付かずに航行

し、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い、漂泊を

続けたため、衝突を避けるための措置を採る時機を失し、両船が衝突

したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、特定の方向を見続けることなく、常時適切な見張りを

行うこと。 

 ・漂泊中であっても、接近する他船を認めた場合は、有効な音響に

よる信号を行い、余裕のある時機に機関を使用して移動するな

ど、衝突を避けるための措置を採ること。 

 


